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び面積等 ７５

（３）実施すべき治山事業の数量 ７６
６ 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施す
べき森林施業方法及び時期 ７６

第７ その他必要な事項
１ 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林
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ポイント２

〇森林の立木竹の伐採に関する事項・造林に関する基本的事項・間伐

及び保育に関する基本的事項

・皆伐、間伐等伐採に係る用語の定義を明確化

・林地の保全や生物多様性への配慮の観点などから、保護樹帯の設

置や負荷の低減への配慮について記載

・造林に関する指針を明らかにするとともに、天然更新の完了基準な

どを記載

〇公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

・公益的機能別施業森林として水源涵養、山地災害防止、快適環境

形成、保健・レク・文化機能といった機能の別に、国の例示を参考に

しながら、その機能の維持増進を図る森林の区域及び施業の指針

を記載

・木材生産機能の維持増進を図る森林についてその区域の基準及び

当該森林の施業に関する指針を記載

〇林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

・林道（林業専用道を含む）の開設及び改良の考え方を記載

・林地の傾斜及び搬出方法に応じた路網密度の水準及び作業システ

ムの考え方を記載

〇保安施設に関する事項

・保安林の指定の推進やその施業要件の見直し、荒廃地等への森

林整備実施など保安林の整備の方針を記載

・災害に強い県土づくりのため、荒廃地等緊急に実施が必要な地域へ

の計画的な治山施設の整備など治山事業の指針を記載

〇森林の保護等に関する事項

・森林病害虫の駆除及び予防の方針や野生鳥獣による森林被害対策

や共存への配慮などを記載

ポイント事項１～６関連項目の概要

ポイント３

ポイント４

ポイント５

ポイント６

ポイント１

〇森林の整備及び保全の目標、基本方針に関する基本的な事項

・森林の有する各機能の機能発揮上望ましい森林資源の姿と整備保

全の基本方針を記載

【各機能】 水源涵養機能・山地災害防止機能/土壌保全機能・
快適環境形成機能・保健、レクリエーション機能・

文化機能・生物多様性保全機能・木材生産機能

資料１

ポイント１

ポイント２

ポイント３

ポイント４

ポイント５

ポイント６



資料２ 

ポイント事項１～６について 
【ポイントとした理由】 

〇第１回森林審議会で委員から話題に上がった内容に関連する計画事項や計

画方針に関連する重要事項をポイントとして取り上げました。 
 

【話題または計画方針とそれに関連するポイントの内容】 

 ポイント１                                P28,P45,P48より 

話題：天然林地域、自然林地域と野生動物の関係、人工林地域のシカの食害

等についての方策・基本的な考えを統一して示してほしい 

 関連内容：原生的な森林生態系や希少な生物の生育・生息する生物多様性保

全機能を有する森林の整備・保全の方針 
  

ポイント２                         P33より 

 計画方針：今後立木の蓄積の増加により本格的な利用が可能な時期であるこ

とや人工林の齢級構成の平準化を進めていくため主伐などの伐採を増

やす計画としている 

関連内容：皆伐（主伐）の方法に関する指針 
 

 ポイント３                                          P48より 

 計画方針：ポイント２のとおり 

 関連内容：木材生産機能の維持増進を図るための施業方法の方針 
 

ポイント４                       P49,P50より 

話題：林道と作業道の開設                                

  関連内容：林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 
 

ポイント５                                             P61より 

  話題：近年のゲリラ豪雨を含めた自然災害への対応 

  関連内容：災害に強い県土づくりを目指して行う、荒廃地等の整備など治

山事業に関する方針 
 

ポイント６                         P63より   

話題：天然林地域、自然林地域と野生動物の関係、人工林地域のシカの食害

等についての方策・基本的な考えを統一して示してほしい 

関連内容：野生鳥獣による森林被害対策の方針 

 



生物多様性保全機能 【望ましい森林資源の姿】
〇原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息している森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息している渓畔林
【森林整備及び保全の基本方針】
〇原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的な機能の発揮が求められる森林については、生物多
様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとする。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を図ることとする。

皆伐 【皆伐】
〇皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、一箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配
置に配慮し、適確な更新を図ることとする。

木材生産機能 【区域の基準】
〇木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域は、林木の生育に適した森林で、地形等から効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定するものとする。
【森林の施業の方法】

〇木材等生産機能の維持増進を図る森林については、森林の公益的機能の発揮に留意しつつ、路網整備、森林施業の集約化・機械化等を通じた効率的な森林整備を推進することとし、
多様な木材需要に応じた持続的・安定的な木材等の生産が可能となる資源構成となるよう努めるものとする。

林道等の開設 【林道等の開設及び改良】
〇林道等路網の開設については、傾斜等自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮し、木材の搬出を伴う間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要
な森林施業を効果的かつ効率的に実施するため、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械
の走行を想定する「森林作業道」からなる路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで高効率な作業システムに対応したものとする。

林道の開設にあたっては、森林の利用形態や地形・地質等に応じ林業専用道を導入するなど、丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、森林施業の優先順位に応じた整備を推
進することとする。

林道の改良については、既設路線における通行車両の安全確保、維持管理経費の節減、林産物の輸送コストの低減等を図るため、計画的かつ効率的に整備する。

治山事業 【治山事業に関する方針】
〇災害に強い県土づくりや水源地域の機能強化を図るため、近年、頻発する集中豪雨や地震等による大規模災害のおそれが高まっていることを踏まえ、緊急に実施を必要とする荒廃地
で、山地災害危険地区等を対象として、渓間工、山腹工等の治山施設の整備を地域特性等に応じて計画的に推進する。

その中で、流域保全の観点から関係機関が連携した取組や、地域における避難体制の整備などのソフト対策とあわせて、山地災害の減災、事業実施等の効果的な対策を講ずる。その
際、既存施設の有効活用を含む総合的なコスト縮減に努めるとともに、現地の実情を踏まえ、必要に応じて、貴重な野生動植物の生育・生息環境の保全や環境に配慮した工法の導入等に
より自然に優しい治山施設の設置に努める。

野生鳥獣による
森林被害対策

【野生鳥獣による森林被害対策】
〇野生鳥獣による森林被害については、その防止に向け、鳥獣保護管理施策や農業被害対策との連携を図りつつ、森林被害のモニタリングを実施し、その結果を踏まえた捕獲や、市町
村、森林組合、森林所有者等が協力して実施する計画的な防護柵等の設置や、広域的な防除活動等を総合的かつ効果的に推進する。
また、野生鳥獣との共存にも配慮した針広混交林の整備、野生鳥獣と地域住民の棲み分けを図るための緩衝帯の整備等を推進する。

ポイント事項１～６の主な内容

ポイント１

ポイント２

ポイント３

ポイント４

ポイント５

ポイント６

資料３



資料４ 

ニホンジカの食害等に対する基本的な考え方等について 
 
 

【第 1回森林審議会の内容】 
 
 ○ 天然林地域、自然林地域と野生動物の関係、人工林地域のシ

カの食害等についての方策・基本的な考えを統一して示してほ

しい。 
 
 
【本計画の内容】 
 
○ 原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林などで

属地的な機能の発揮が求められる森林は、生物多様性保全機能の

維持増進を図る森林として保全することが必要としており、森林

の区域及び施業の方法を市町村森林整備計画の中で定めること

としている。 

なお、その区域内の森林施業については野生生物のための回廊

の確保に配慮することや、原則として択伐による複層林施業を行

うことを記述した。 

（P28,P45,P48参照） 

 

○ シカによる食害等への森林被害防止に向け、保護管理施策など

と連携を図りつつ、対策を進めていくこととしている。 

（P63参照） 

 

 

※県の施策 

 

・山梨県特定鳥獣保護管理計画(H24.3) 

（資料3参照） 



ニホンジカの保護管理について

〈特定鳥獣（ニホンジカ）保護管理計画の策定状況〉

・H17年4月～H24年3月 第１期 特定鳥獣保護管理計画
・H24年4月～H29年3月 第２期 特定鳥獣保護管理計画

〈保護管理事業〉
○個体数調整
県内のニホンジカの適正生息数４，７００頭を目指して実施
（１）管理捕獲
農林業ゾーンにおいては市町村等が、共生・生態系保全ゾーンにおいては県が実施

（２）狩猟
・特例休猟区制度の適用(県下全域の休猟区において、シカの狩猟を可能とする。)
・狩猟期間の１ヶ月間の延長(１１月１５日～３月１５日）
・１日当たりの捕獲頭数の上限の撤廃
・ツキノワグマの錯誤捕獲を防ぐため、期間を限定したくくりわなの輪の直径の緩和
（１２㎝以下→２０㎝以下）

（３）新たな担い手育成
・狩猟者の減少・高齢化→管理捕獲の講習、実地研修等による担い手育成

（４）捕獲個体の処理
・捕獲個体の適正な処分（山野に放置しない）及び食肉としての有効活用

○生息環境整備
・共生ゾーンにおける森林整備等による生息環境整備と個体数調整との連携強化

○被害防除対策
・防護柵による侵入防止（農地との分断）、森林においては樹幹部へのネット設置等

〈ニホンジカ保護管理のためのゾーニング〉
・保護管理の目標を達成するため、計画対象地域(県内全域)を次のようにゾーニングし
て保護管理事業を実施
（１）農林業ゾーン：標高１，０００ｍ未満の地域
（２）共生ゾーン：標高１，０００ｍ以上で鳥獣保護区等以外の地域
（３）生態系保全ゾーン：標高１，０００ｍ以上で鳥獣保護区等に含まれる地域

〈保護管理の目標〉

（１）農林業被害の軽減
（２）生物多様性の保全と再生
（３）県内のシカ地域個体群の安定的存続

資料５
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特例休猟区制度の導入

県による管理捕獲開始

くくりわなの規制緩和

市町村による管理捕獲開始
狩猟の頭数制限緩和
狩猟期間の１ヶ月延長

狩猟におけるメス解禁

狩猟における１日当たりの捕獲頭数の上限撤廃

〔ニホンジカ捕獲頭数の推移〕



路網整備の考え方について

路網区分及び役割

森林基幹道・森林管理道

林業専用道

森林作業道

資料６

森林基幹道・森林管理道

林業専用道 森林作業道

○幹線となる森林基幹道/森林管理道を補完し、森林作業道と
組み合わせることにより、森林作業道の機能を高め、木材輸
送機能を強化・保管するもの





森林審議会に対する諮問の基準の改正について 
 
〇経緯 

・ 森林法第10条の2第1項に基づく開発行為の許可をしようとする場

合、都道府県知事は森林審議会及び関係市町村長の意見を聞かなけれ

ばならないとされていることから、「森林審議会(保全部会)に対する諮

問の基準」に基づき、面積が5ha以上のもの等については、森林審議

会（保全部会）に諮問している。 

 

・ 近年、太陽光発電などによる林地開発案件が増加している中で、諮

問基準に満たない5ha 未満の林地開発許可案件も増加していることか

ら、審議会への諮問・報告の状況について、近県の状況を確認したと

ころ、調査した県（長野、神奈川、愛知、岐阜、三重県）では、基準

に満たない案件についても、森林審議会への報告を行っている状況で

あった。 
 
・ また、山梨県国土利用計画審議会においても運営規定で定めた専決

基準により、森林地域の縮小となる場合（１haを超える林地開発許可

案件等）について、審議会へ報告を行っている。 
 
〇基準の改正 

・ 太陽光発電施設等の設置に伴う大規模な森林の開発に対し、地域住

民が土砂災害や水害、自然環境の悪化を懸念する状況が生じてきてお

り、林地開発許可に当たっても、現下の状況に一層適切に対応してい

く必要があることから、諮問基準に満たない５ha未満の林地開発許可
案件について森林審議会に報告するとともに、必要に応じて意見を聴

くこととする。 
 

 
 
 
 
 
 
※ なお、諮問基準の面積については、これまで「５ha以上のもの」としてきたが、
森林法施行令に基づく林地開発の開発規模の基準が、「１haを超えるもの」とされ
ていることから、これに統一するため「５haを超えるもの」に変更する。 

【改正案】 
（１）森林における面積が、５ヘクタールを超えるもの。 
（２）（３）略 
上記（１）（２）（３）に掲げるもの以外については、森林審議会

において許可実績の報告を行うものとする。 



森林審議会（保全部会）に対する諮問の基準 

   森林審議会で審議する諮問内容         平成  年  月  日改正 

１ 森林における開発の許可 

 森林法第１０条の２第１項の開発行為の許可をしようとする場合。 

 ［諮問基準］ 

（１）森林における面積が、５ヘクタールを超えるもの。 

（２）変更許可については、次に揚げるもの。 

（イ）当初の開発面積が、５ヘクタール未満であっても、変更により５ヘクタール

を超えるもの。 

    （ロ）当初の開発面積が、５ヘクタールを超えるもので、当初開発面積の２割以    

上の増加又は２割未満であっても５ヘクタールを超える面積増加があるも

の。 

（３）上記（１）（２）にかかわらず、防災等の見地から特に知事が認めるもの。 

[報告事項] 

上記（１）（２）（３）に掲げるもの以外については、森林審議会において許可実績の

報告を行うものとする。 

［諮問根拠］ 

  森林法第１０条の２第６項 

 

２ 保安林の指定及び指定の解除 

（１）森林法第２５条の２第２項、第２６条の２第１項及び第２項の規定により知事が    

指定及び指定の解除を行う保安林において 

  （イ）国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者の申請により指定を行う場合。 

 （ロ）国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者の申請により転用に係る解除 

を行う場合。 

（２）森林法第２７条第３項の規定による意見書を提出する場合 

（３）上記（１）（２）にかかわらず、特に知事が認める場合。 

 ［諮問基準］ 

  （１）指定に係る面積が５ヘクタール以上のもの。 

  （２）指定の解除に係る面積が１ヘクタール以上のもの。 

 ［諮問根拠］ 

  森林法第２５条の２第３項、第２６条の２第３項及び第２７条第３項 

  「保安林の転用に係る解除の取扱い要領の制定について」（平成２年６月１１日  

付け２林野治第１８６８号林野庁長官通達）の別紙、「保安林の転用に係る解除  

の取扱い要領」 第３の２ 

 

 

 



３ 知事が定める松くい虫防除対策 

 ［諮問基準］ 

（１）都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更する場合。 

(２）高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又はこれを変  
     更する場合。 
（３）樹種転換促進指針を定め、又はこれを変更する場合。 

(４）地区防除指針を定め、又はこれを変更する場合。 

 ［諮問根拠］ 

   森林病害虫等防除法第７条３第３項 
      〃     第７条５第２項 

     〃     第７条６第３項                          
     〃     第７条９第３項 

      
 



山梨県森林審議会（保全部会）に対する諮問の基準新旧対照表 
改正案 現 行 

１ 森林における開発の許可 

 森林法第１０条の２第１項の開発行為の許可をしようとする場合。 

 ［諮問基準］ 

（１）森林における面積が、５ヘクタールを超えるもの。 

（２）変更許可については、次に揚げるもの。 

（イ）当初の開発面積が、５ヘクタール未満であっても、変更によ 

り５ヘクタールを超えるもの。 

    （ロ）当初の開発面積が、５ヘクタールを超えるもので、当初開発

面積の２割以上の増加又は２割未満であっても５ヘクタール

を超える面積増加があるもの。 

（３）上記（１）（２）にかかわらず、防災等の見地から特に知事が認め 

るもの。 

［報告事項］ 

上記（１）（２）（３）に掲げるもの以外については、森林審議会におい

て許可実績の報告を行うものとする。 

 

 ［諮問根拠］ 

    森林法第１０条の２第６項 

 
２～３ 略 
 
平成  年  月  日改正 
 

１ 森林における開発の許可 

 森林法第１０条の２第１項の開発行為の許可をしようとする場合。 

 ［諮問基準］ 

（１）森林における面積が、５ヘクタール以上のもの。 

（２）変更許可については、次に揚げるもの。 

（イ）当初の開発面積が、５ヘクタール未満であっても、変更によ 

り５ヘクタール以上となるもの。 

    （ロ）当初の開発面積が、５ヘクタール以上のもので、当初開発面

積の２割以上の増加又は２割未満であっても５ヘクタール以

上の面積増加があるもの。 

（３）上記（１）（２）にかかわらず、防災等の見地から特に知事が認め 

るもの。 

       

                                            

                              

 

 ［諮問根拠］ 

    森林法第１０条の２第６項 

 
２～３ 略 
 
平成１４年１１月 1日改正 

 

 



森林法第10条の2第1項の森林における開発の許可案件　一覧
（平成26年　第2回　山梨県森林審議会　報告）

区分 目　　的

許可 公共建設発生土の埋立て 7.4651

変更 グラウンドの造成 (6.9960) 7.0121

許可年月日 完了予定年月日

平成26年6月27日

平成　　年　月　日

平成26年12月24日

平成41年6月26日

平成　　年　月　日

甲斐市牛句字三石　3619番1外2字44筆 北部開発（株）　代表取締役　坂本政彦
第1回保全部会（平成26年6月
23日開催）において答申

開発行為に係る
森林面積(ha)
※（）は変更前

所　在　場　所 申　請　者 備　考　（変更の時は変更内容）

上野原市　八ツ沢　字中山　1511外 （学）帝京科学大学　理事長　沖水荘八 用地拡大に伴う用途別面積変更

保全部会における
審議年月日

平成26年6月23日




